
添乗員付き
成田発着

●募集対象年齢：14才～18才(※出発時点の年齢)
●滞在 ：ホームステイ （1家庭1～3名）
●食事 ：朝食7回、昼食7回、夕食7回
●添乗員 ：同行します
●最少催行人員：10名～ /定員：先着30名まで
●利用航空会社：日本航空（JL）エコノミークラス ※予定
●通学方法 ：ホストファミリーの送迎

San Diego：Location Information
アメリカ西海岸、カリフォルニア州の南端にある、
全米で８番目に大きな都市。ロサンゼルスより約200キロ南に
あり、メキシコと国境を接しています。
「澄み渡る青い空、さわやかな海の風」がピッタリの街です。
サンディエゴの魅力は、治安の良さと自然豊かで過ごしやす
い魅力的な町です。
一年中温暖で、 ４月から１０月の間は晴れが続きます。

対象年齢
【14歳～18歳】

・添乗員付き
・ファミリーによる学校送迎
・現地日本人スタッフによるサポート

3つの安心サポート

アメリカ・サンディエゴの現地高校の授業を体験！！

１対１のバディ付き(学年が異なる場合もございます)

ディズニーランド1日観光でアメリカを満喫しよう！

ホームステイ滞在でアメリカの生活を体験しよう！

サンディエゴってどんなところ？？

■旅行期間 2023年8月6日(日)～8月14日(月) 9日間

■旅行代金
（お1人様）

648,000円
（※別途燃油サーチャージがかかります）

申込締切 5月12日(金)

現地校イメージ

現地校イメージ



企画・実施・お問合せ・お申し込み 担当部署
観光庁長官登録旅行業第1148号 一般社団法人 日本旅行業協会(JATA)正会員 一般社団法人(JAOS)海外留学協議会会員 一般社団法人 留学サービス審査機構(J-CROSS)認証留学事業者

株式会社国際交流センター 【大阪支店】

〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地1-4-10

銀泉桜橋ビル1F

TEL：06-6147-8363

担当：井上

Email : icc-osa@iss-ryugaku.co.jp

【東京支店/新宿カウンセリングセンター】

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-24-1

エステック情報ビルB2F

TEL ： 03-6304-5105

担当：豊島・中山・森・大塚

Email : icc@iss-ryugaku.co.jp
総合旅行業務取扱管理者：豊島 明

総合旅行業取扱管理者とはお客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し担当者からの説明にご不明な点があればご遠慮なく上記の取り扱い管理者にお尋ねください。

ご旅行条件（要約）お申込の際には、必ず旅行条件書(全文)をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申込ください。

■.募集型企画旅行契約
⑴この旅行は株式会社国際交流センター（観光庁長官登録旅行業第1148号、
以下当社といいます）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加され
るお客様は当社と募集型企画旅行契約を締結することになります。
⑵当社はお客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊期間等の提供
する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス（以下「旅行サービス」と
いいます）の提供を受けることができるように手配し、旅程管理すること
を引き受けます。
⑶旅行契約の内容・条件は、パンフレット、本旅行条件書、出発前にお渡
しする最終旅行日程表と称する確定書面（以下「最終旅行日程表」といい
ます）及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部（以下「当社約款」と
いいます）によります。当社約款に定めのない事項については、法令又は
一般に確立された慣習によります。

■.旅行のお申し込みと契約の成立時期
⑴当社又は当社の受託営業所（以下「当社ら」といいます）にて当社ら所
定の旅行申込書に所定の事項を記入のうえ、下記の申込金を添えてお申し
込みをいただきます。申込金は旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部
として取り扱います。また、旅行契約は当社らが契約の承諾をし、申込書
と申込金を受領したときに成立するものといたします。
⑵当社らは電話、郵便及びファクシミリその他の通信手段による旅行契約
の申込みを受け付けることがあります。この場合予約の時点では契約は成
立しておらず、当社らが予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して3
日以内に申込書の提出と申込金の支払いをしていただきます。この期間内
に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社らはお申込みは
なかったものとして取り扱います。
⑶申込金

■.旅行代金のお支払
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって60日目にあたる日以降の当
社定める日までに取扱店でお支払いいただくか、当社指定口座にお振込み
下さい。

50申込金（お一人様１プラン） 50,000円（旅行代金の一部）

■.旅行契約の解除・払い戻し
お客様の解除権
お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅行
契約を変更・解除することができます。
［取消しの方法］
電話のみによる取消し、変更はお受けできません。
当社営業時間内に、書面にてお知らせください。

■.旅行代金に含まれているもの
授業料・アクティビティ費・宿泊費・現地空港往復送迎費・日程表に記載
された食費・往復航空運賃（ｴｺﾉﾐｰｸﾗｽ）・空港諸税・添乗員費用

■.旅行代金に含まれないもの
上記の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します
燃油サーチャージ（目安94,000円 2023年2月8日現在）自由行動中の一切の
個人的性質の諸費用・海外旅行保険料・日本国内の交通費・飲食代など

■. 当社の解除権
ご参加の人数が、パンフレットに記載した最小催行人数に満たない場合は、
旅行中止のご通知を致します。

契約解除の日 取消料

旅行代金の10％

旅行代金の20％

旅行代金の50％

旅行代金の100％

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
30日目にあたる日以降3日目に当たる日まで

旅行開始日の前々日～当日の場合

旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合

■.特別補償
当社は当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規定により、
お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その
生命、身体に被られた一定の損害につきましては損害補償金を支払います。

■.旅券・査証について
ご旅行に関する旅券・査証・予防接種証明書などの渡航手続きは、お客様
ご自身で行って頂きます。このパンフレット記載の旅行には帰国時まで有
効なパスポートが必要です。

■.海外危険情報について
渡航先（国又は地域）によっては、「外務省海外危険情報」等、国、地域
に関する情報が発出されている場合があります。お申込みの際に海外危険
情報に関する書面をお渡しいたします。「外務省海外安全ホームページ：
https://www.anzen.mofa.go.jp」でもご確認ください。

■.旅行保険の加入について
募集型企画旅行契約約款特別補償規定により、募集型企画旅行について

当社は、お客様が被られた損害について一定の範囲で補償させて頂きます
が、傷害、疾病治療費については補償いたしません。訪問先の国情などに
より不測の事態が生じた際、十分な補償が得られない場合もあります。安
心して楽しい旅行ができるためにもお客様ご自身及び携行品等には必ず保
険をかけられますようお願い致します。

■.個人情報について
⑴当社は研修申込みの際に提出された個人情報（氏名、住所、電話番号、
メールアドレスなど）については、参加者との連絡に利用させていただく
他、申込みいただいた研修における現地受入機関・運送・宿泊等のサービ
ス手配のための手続きに必要な範囲内で利用させていただきます。この他
では研修参加後のご意見や感想の提供のお願い、アンケートのお願い、統
計資料の作成などに、お客様の個人情報を利用させていただくことがあり
ます。

■.募集型企画旅行契約約款について
⑴この条件に定めない事項は当社募集型企画旅行約款によります。ホーム
ページでもご覧いただけます。この書面は旅行業法第12条4による取引条件
説明書になります。

右記 QRコードまたは以下のリンクよりアクセスして、ご入力下さい。
https://docs.google.com/forms/d/1rm2irtayPyKiUKhJ60zgMCWY7MptvsQOf1BcbxfkZik/edit

旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
40日目にあたる日以降31日目に当たる日まで

※スケジュールは天候や現地の事情で変更される場合があります。

◆予定行程表◆

現地運営：EduAbroad 留学中は日本人スタッフが全面サポート致します。

夏休み　アメリカ(サンディエゴ)　現地校体験研修　参加予約方法

※日本航空 燃油サーチャージ（2023年2月8日時点）：94,000円 ご旅行のお申込を頂いた後に、確定致します。

お申込み・旅行催行に関する注意事項

●　新型コロナウイルス感染症予防接種証明書（ワクチンパスポート）をお持ちの方のみお申込いただけます。（2回以上接種の方のみ参加可能です）

●　WEB上での参加予約後、弊社よりお申し込み手続きのご案内を差し上げます。

●　締切日時点で下記に該当する場合は、当募集型企画旅行は中止といたします。また締切日以降から催行までの間に下記に該当する状況になった場合も、催行は中止と致します。

　→「外務省海外安全情報」において、渡航先（アメリカ）の「危険情報」「感染症危険情報」の種別がレベル2以上である場合

　→渡航先（アメリカ）に到着後、隔離が必須となった場合

　→その他、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能、または不可能となる可能性がきわめて大きい場合

●　日本または現地の入出国規制や行動規制等により、スケジュール、観光、アクティビティの内容に変更が生じる可能性があります。

●　新型コロナウイルスのワクチンを2回しか接種していない方は、アメリカ出国前にPCR検査が必要です。PCR検査費用は別途かかります。（2023年1月現在）

お申込はこちら
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